
広報みほ　令和４年７月号11

国民健康
　　保険

村への届出が必要なケース

限度額適用認定証の申請

介護保険料納入通知書・
　　　決定通知書を送付します
介護保険料納入通知書・
　　　決定通知書を送付します

■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３・１３２・１３５

介護保険介護保険

介護保険では、介護保険給付に係る費用等や利用者の所得状況等を考慮して、定期的に制度の見直しを行
っています。介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支え合い、安心して暮らすための制度です。制度
が円滑に運営されるよう、制度へのご理解と、保険料の納付にご協力をお願いします。

６５歳以上の方の保険料は、介護保険サービスに必要な費用等から算出された基準額をもとに所得に応じて
決まります。

保険料の納め方保険料の納め方

・１年以上滞納…費用の全額を利用者が一旦負担し、申請後に保険給付９割（一定以上の所得者は８割ま
　　　　　　　たは７割）が支払われます。

・１年６カ月以上滞納…保険給付の一部または全部が一時差し止めとなります。

・２年以上滞納…利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

介護保険料の納め方は、受給している年金（障害年金・遺族年金を含む）の額により２種類に分けられます。

年金受給額が年額１８万円未満の方
納入通知書もしくは口座振替で納めます。７月中旬に年間全８期分の納入通知書を送付します。

年金受給額が１８万円以上の方
年金からの天引きで納めます。介護保険料の年額を年６回に分けて、年金から天引きします。

※介護保険料の年額が確定した後でも、本人および世帯員の昨年度の所得や課税状況に変更が生じたり、
　本人が転出または亡くなられた場合は、介護保険料の年額が変更になる場合があります。
※令和４年度について、住民税世帯非課税者を対象として、公費による軽減強化を下記の通り実施します。
　【基準額に対する割合】第１段階…０．５０→０．３０、第２段階…０．７５→０．５０、第３段階…０．７５→０．７０

＊納期限から１年以上介護保険料を納めていない方は、滞納期間に
　応じて次のように保険給付が制限されますのでご注意ください。

※年金額が年額１８万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。

第１段階

第２段階
第３段階
第４段階
第５段階
第６段階
第７段階

所得段階所得段階対象者の基準対象者の基準 年　額年　額

１９，０８０円

３１，８００円

５７，２４０円
６３，６００円
７６，３２０円
８２，６８０円
９５，４００円
１０８，１２０円

・合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者である方
合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円以下の方
合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円超の方
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円超の方

合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方
第８段階合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方
第９段階合計所得金額が３２０万円以上の方

合計所得金額が１２０万円未満の方

本人および
世帯員全員が
住民税非課税

本人および
世帯員全員が
住民税非課税

世帯に住民税課税
者がいるが本人が
住民税非課税

世帯に住民税課税
者がいるが本人が
住民税非課税

本人が住民税課税本人が住民税課税

４４，５２０円

基準額に
対する割合
基準額に
対する割合

０．３０

０．５０
０．７０

１．７０
１．５０
１．３０
１．２０
１．００

０．９０

保険料の納め忘れ、
　滞納にご注意ください！
保険料の納め忘れ、
　滞納にご注意ください！

令和４年度の介護保険料令和４年度の介護保険料 ＊令和３年度～令和５年度までの保険料


